
公 告  第 ２ ４ 号

令和３年１１月５日

鹿 児 島 県 農 業 共 済 組 合

組合長理事 蛭川 住治

（ 公 印 省 略 ）

令和 4年産ばれいしょに適用する単位当たり共済金額の公告について

令和 4 年産ばれいしょに適用する単位当たり共済金額が告示されましたので事業規程第
125条第 2項により下記の通り公告します。

記 

収穫共済の

共済目的の

種類 

区

分
単位当たり共済金額の範囲 地域 

ばれいしょ

２

類
56,580円 50,920円 45,260円 39,610円 33,950円 

鹿児島県

の 

区域 

４

類
128,340円 115,510円 102,670円 89,840円 77,000円 

９

類

春植えで、かつ、でん粉加工用であるばれいしょ  

14,440円 13,000円 11,550円 10,110円 8,660円 

春植えで、かつ、食品加工用であるばれいしょ 

56,580円 50,920円 45,260円 39,610円 33,950円 

春植えで、かつ、種子用であるばれいしょ 

65,100円 58,590円 52,080円 45,570円 39,060円 

春植えで、かつ、でん粉加工用、食品加工用及び種子用以外の用途であ

るばれいしょ 

128,340円 115,510円 102,670円 89,840円 77,000円 

この表において「区分」とは農業保険法第153条第1項の農林水産大臣が定める区分をいう。 

この表において「単位当たり」とは、1,000キログラム当たりとする。 

以上 


